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１　緒言
我が国における経済格差は重要な社会問題と

して認識されている。特にバブル経済崩壊以降、

都市部と地方との格差は注目されることが多く、

人口分布や就業機会の観点から政策的議論が活

発に行われてきた。本稿ではこうした地域間格

差を論じるための具体的な視点として家計所得

に焦点を当てる。まずは格差の現状を具体的な

数字で確認しておきたい。表 1 は 2019 年の平均

年収について全国の自治体を順位付けした結果

である。首位の千葉県浦安市（853 万円）をは

じめとする大都市圏の自治体と下位に位置する

北海道函館市（339 万円）や沖縄県那覇市（406

万円）などの自治体との間には約 1.5 ～ 2 倍程

度の明確な開きが存在していることがわかる１）。

このような地方間の所得格差は、単なる数字

上の不平等にとどまらず、国家の持続可能性に

関わる構造的な問題を引き起こす。第一に、税

源の空間的偏在による財政的制約の弊害である。

地方自治体の自主財源は住民の所得水準に強く

依存するため、高所得者や失業者が特定の地域

に偏ってしまうと、所得格差が税収格差に直結

してしまう。Gbohoui et al.（2019）は自主財源

に乏しい地域では十分な公共財を維持すること

が困難になり、行政サービスに致命的な差が生

じるうると指摘している。第二に、地域間の経
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済格差がもたらす空間的な政治対立、すなわち

社会の分断である。Ejrnæs et al.（2024）が指

摘している通り、経済的な停滞は行政への不信

感を生み、反体制的な態度を誘発する。さらに、

地域間の利害対立の激化は国全体の最適化や成

長促進を阻害するリスクを孕んでいる。第三に、

所得格差が引き起こす人口動態的な弊害である。

期待所得の格差は、より高い賃金を求める労働

者が移動するための直接的なインセンティブと

して作用する（Gbohoui et al., 2019）。つまり、

資源や高度なスキルを持つ人々が大都市へと移

動することで、都市部への過度な集中と地方の

過疎化という人口の空間的偏在が加速するので

ある。

以上の背景を踏まえ、本稿では家計所得の長

期的変遷を整理し、地域間格差の構造的特徴を

明らかにする。具体的には、マクロ経済学の基

本理論に従い、家計の「総所得」を「労働所得」

と「資産所得」に分解して分析を進める 2）。資

産所得の偏在は従来見過ごされがちであったが、

近年の NISA（少額投資非課税制度）の普及な

どを背景に、今後その動向がより重要になろう。

個人企業（自営業者）の所得については、労働

に対する報酬と資本に対する報酬の完全な切り

分けが実務上困難であるため、本稿では便宜上

これを家計部門の所得に含めて扱うこととした。

分析は分布の特性値（四分位数など）の算出

が中心となる。これは技術的には単純な作業で

あるが、結果の直観的な解釈を容易にし、大局

的な特徴抽出に有用である。さらに本稿では格

差構造を相対的に理解するためにフランスおよ

びアメリカとの比較を試みる。伝統的に社会保

障制度による富の再分配を重視するフランスと

その対極として市場メカニズムと経済的自立を

重視するアメリカとの比較は日本の現状理解の

一助になろう。これらの分析に用いるデータベー

スは、日本の県民経済計算（内閣府）、フランス

の地域経済計算（Eurostat）、およびアメリカの

州別個人所得統計（BEA）である。これらはい

ずれも国民経済計算（SNA）に基づくあるいは

準ずる公的統計であり、その詳細を表 2 に示す。

なお、データの抽出に当たっては各統計の変数

が本稿における労働所得および資産所得の概念

と極力合致するよう留意した。

表１　一世帯当たり平均年収の上位・下位 10位自治体

※�表中の「平均年収」は、同調査の「一世帯当たりの年間収入」を指す。また、順位については、集積デー
タが公表されている人口 15 万人以上の 159 自治体を抽出し、筆者が独自に並び替えたものである。

出所：総務省『全国家計構造調査（2019 年）』より筆者作成
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２　分析
（1）都道府県格差の推移

本節では、内閣府が公表している「県民経済

計算」を用いて家計所得の地域間格差を検討す

る。同統計は毎年公表されており、長期的な時

系列推移の特徴を捉えるのに適している。以降

の分析で用いる総所得、労働所得および資産所

得に対応する変数の組み合わせについては、表

2 を適宜参照されたい。

図 1 は 1955 年以降における各都道府県の 1 人

当たり総所得の推移を箱ひげ図で示したものであ

る。図中の箱は第 1 および第 3 四分位数、ひげの

先端は四分位範囲の 1.5 倍の値を示している。地

域間格差の指標となる変動係数を見ると、1978

年頃までは一貫して減少傾向にあり、その後は増

減を繰り返しながらもおよそ 0.1 ～ 0.2 の範囲内

で推移している。ゆえに、日本全体としての格差

は比較的低い水準で安定していると言えよう。し

かし、個別地域に目を向けると、全期間を通じて

東京都が最も高い水準を維持しており、上ひげを

大きく上回って逸脱している。最も所得の低い地

域の一つである沖縄県はもちろんのこと、大阪府

や愛知県といった非関東圏の高所得地域と比較

しても東京都の突出は顕著である。図 2 は 1 人当

たり労働所得の推移を示したものである。労働所

得は家計の総所得の大半を占めるため、その分

布や格差の時系列的な特徴は総所得の傾向と概

ね一致している。

これらと対照的な挙動を示すのが、図 3 の 1

人当たり資産所得の推移である。資産所得の水

準は 1990 年頃まで上昇傾向にあったが、バブル

経済崩壊後は減少に転じ、近年は低位で安定し

た推移を見せている。しかしその一方で、変動

係数は近年上昇傾向にあり、資産所得における

地域間格差は拡大しつつあることが読み取れる。

特に東京都は、2000 年代以降も単独で上昇を続

けており、他道府県との乖離を継続的に広げて

いる。資産所得は労働所得に比べて絶対額こそ

小さいものの、格差構造を捉える上では無視で

きない情報であろう。以上をまとめると、日本

における全体的な地域間所得格差は歴史的に縮

小・安定化の傾向にあるものの、「東京都の極端

な突出」とそれを牽引する「資産所得の偏在」

という特異な構造を内包していると言える。

（2）東京都の空間的異質性の検証
次に、図 1 から図 3 で確認された東京都の異

質性をより厳密に検証する。図 4 パネル（A）

は 2022 年における 1 人当たり総所得の分布を示

したヒストグラムである。一見すると、分布は

およそ左右対称で正規分布に近い形状を呈して

表２　分析に用いる統計一覧
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図１　都道府県別一人当たり総所得と都道府県間変動係数

※�時期によってSNA基準が異なることに注意（1955～1969年は1968SNA/昭和55年基準、
1970 ～ 1989 年は 1968SNA/ 平成 2 年基準、1990 ～ 2000 年は 1993SNA/ 平成 7 年基準、
2001 ～ 2010 年は 1993SNA/ 平成 12 年基準、2011 ～ 2022 年 / 平成 27 年基準をそれぞ
れ採用）。

出所：内閣府『県民経済計算』より筆者作成

図２　都道府県別一人当たり労働所得と都道府県間変動係数

出所：内閣府『県民経済計算』より筆者作成

図３　都道府県別一人当たり資産所得と都道府県間変動係数

出所：内閣府『県民経済計算』より筆者作成
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いる。仮に個人所得の分布が地域によって系統

的な差を持たず「均質」であるとすれば、各都

道府県のデータは域内個人の「平均値」である

ため、中心極限定理によりこのような形状が観

察されることは自然である 3）。しかし、東京都

は右裾から離れた位置に孤立しており、正規分

布の枠組みには収まらない「外れ値」としての

蓋然性が強く疑われる。この点について、パネ

ル（B）の正規 Q-Q プロットは視覚的な補完情

報を提供する 4）。同図は、横軸に各都道府県の

平均総所得、縦軸に正規分布を仮定した場合の

理論的な位置（Z 値）をとり、両者の関係を直

線で示したものである。もし、データが正規分

布に従っているならば、各観測値はこの直線上

に並ぶはずだが、東京都の観測値は直線から上

方へ大きく逸脱しており、ここでも東京都が外

れ値に該当することが明白に示唆される。さら

に、東京都の突出が分布の正規性に与える影響

をシャピロ・ウィルク検定によって検証する 5）。

まず、全 47 都道府県を対象とした場合、p 値は 

1.65 × 10 - 4 となり、有意水準 5% で帰無仮説

（データが正規分布に従う）は棄却された。対照

的に、東京都を除外した 46 道府県で再度検定を

行うと、p 値は 0.23 となり帰無仮説は棄却され

ない。すなわち、46 道府県の平均所得は正規分

布に従っているとみなすことができるのに対し、

東京都はその分布から逸脱していることと結論

付けられる。以上の結果を踏まえると、46 道府

県の家計は統計的な均質性を保っている一方、

東京都においては所得分布を歪めるような何ら

かの地域的異質性が作用していると言える。

図 4 で確認された東京都の異質性が、過去か

ら現在にかけてどのように形成・推移してきた

かを確認する。図 5 は、労働所得および資産所

得における東京都の Z 値の推移を示したもので

ある。ここでの Z 値は、東京都自身が分布を歪

める影響を排除するため、東京都を除く 46 道府

県の平均値および標準偏差を用いて算出してい

る 6）。また、データが正規分布に従うと仮定す

れば、絶対値の大きな Z 値は外れ値として扱わ

れるため、その目安として Z 値＝ 3（出現確率

約 0.3% 未満）のラインを破線で示している。同

図からは所得区分によって全く異なる 2 つの特

徴が読み取れる。第一に、労働所得（白抜きの

折れ線）の推移である。労働所得の Z 値は、観

測期間のほぼ全域にわたって Z ＝ 3 ～ 5 の範囲

で安定的に推移している。これは、東京都の労

働所得が過去から一貫して他道府県を大きく引

き離す外れ値となっていることを示している。

第二に、資産所得（黒塗りの折れ線）の劇的な

図４　2022 年の一人当たり総所得の分布特性
	 パネル（A）ヒストグラム	 パネル（B）QQ プロット

※ Z 値＝（総所得－平均値）／標準偏差
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変動である。1970 年代以前、資産所得の Z 値

は 3 を下回る水準にあり、他道府県の分布範囲

内に概ね収まっていた。しかし、1980 年代後半

のバブル経済期にかけて数値は急上昇し、一度

目のピーク（Z ＞ 5）を迎えた。そして、バブ

ル崩壊後の 1990 年代には急激な低下を見せ、一

時は外れ値の境界線（Z ＝ 3）を下回る水準ま

で回帰している。ところが、2000 年代初頭から

再び急激な上昇に転じると、近年では Z 値が 10

を超え、最大で 15 近くに達するという異常な突

出を記録している。以上のことから、東京都の

労働所得は他地域に比べて恒常的に高く安定し

ている一方、資産所得は近年において極端な突

出傾向を強めていると言えよう。

（3）国際比較
本節では地域間所得格差についてフランスお

よびアメリカのデータを用いた国際比較を行う。

図 6 はフランスにおける 2000 年以降の 1 人当た

り労働所得および資産所得の地域間分布、なら

びに総所得の変動係数の推移を示している。ま

ず全体的な傾向として、総所得の変動係数はお

よそ 0.15 以下の範囲内で安定的に推移しており、

当該期間における地域間格差の拡大は認められ

ない。個別の所得区分に目を向けると、首都パ

リを擁するイル＝ド＝フランスが労働所得にお

いては他の全地域を大きく引き離していること

がわかる。一方、同地域の資産所得は概ね分布

の上ひげの範囲内（あるいはその近傍）に収まっ

ており、労働所得ほどの極端な乖離は見られな

い。すなわち、フランスにおいては首都圏への

労働所得の一極集中が存在するものの、資産所

得については極端な地域間格差は確認できない

と言える。

図 7 は、アメリカにおける同期間の 1 人当た

り所得および地域間格差の推移を示したもので

ある。地域区分は州単位（コロンビア特別区を

含む）である。まず全体的な傾向として、総所

得の変動係数は 0.15 から 0.17 付近でほぼ横ばい

を維持しており、フランスと同様に地域間格差

は安定的に推移している。次に個別の地域動向

図５　東京都の一人当たり所得の Z値の推移

※ここでのそれぞれの年における Z 値は
Z ＝（東京都の値 － 46 道府県の平均値）／ 46 道府県の標準偏差
によって定義される。この定義によれば、東京都の突出そのものが平均値を引き上げ、自身の Z
値を過小評価してしまう歪みを回避し、他地域との乖離をより正確に測定することが可能となる。
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図６　フランスの一人当たり所得推移

＊�地域区分は NUTS2 ブロックである。イル＝ド＝フランスはパリが含まれる地域であ
り、NUTS コード FR10 に該当する。

出所：eurostat(https://ec.europa.eu/eurostat) より筆者作成

図７　アメリカの一人当たり所得推移

※�地域区分は全米 50 州およびコロンビア特別区（DC）である。
出所：BEA (https://www.bea.gov/) より筆者作成。
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として、連邦政府機関が集中し、高所得の専門

職層が多く居住する特殊な地域特性を持つコロ

ンビア特別区（DC）に注目したい。図から明ら

かなように、DC は労働所得において他州を凌

駕しながら推移しており、近年その差はさらに

拡大傾向にある。一方で資産所得に目を向ける

と、DC は分布の上方外れ値として位置づけら

れてはいるものの、乖離幅は小さく、労働所得

で見られたような極端な突出には至っていない。

すなわち、アメリカにおいても都市部での高所

得の集中が確認できるが、資産所得の乖離は小

さいことが読み取れる。

以上の国際比較から、中枢地域において労働

所得が突出する傾向は、仏米両国にも共通して

確認された。しかし日本とは異なり、両国のデー

タからは資産所得の極端な地域的偏在は観察さ

れない。すなわち、資産所得の突出が国全体の

地域間格差を牽引するという構造は日本固有の

現象であることが明らかとなった。

３　結言
本稿ではマクロ統計を用いた記述的なデータ

分析を通じて、日本における家計所得の地域間格

差の推移とその構造的特徴を明らかにした。分析

の結果、総所得平均値の地域間格差は安定的に

推移しているものの、その内訳を見ると、東京都

とその他の道府県との間の乖離が顕著になりつつ

あることが確認された。とりわけ、東京都が資産

所得において他の地域を大きく引き離している点

は、中枢部への集中が労働所得にとどまるフラン

スやアメリカとは明確に異なり、日本固有の特徴

であると言える。

こうした東京への資産所得の極端な偏在は、日

本のマクロ経済政策や歴史的な動態と密接に関

連していると考えられる。1980 年代後半のバブ

ル期における資産価格の高騰と、その後の崩壊

による低迷を経て、2012 年末以降の第二次安倍

政権（アベノミクス）による大規模な金融緩和

は、株高や都心の不動産価格の高騰をもたらし

た。そして、こうした一連の動きが富裕層の集中

する東京都の資産所得を再び押し上げる結果と

なったと推察される。一方で、政府は「貯蓄から

投資へ」のスローガンを掲げ、2014 年に NISA（少

額投資非課税制度）を導入、2024 年には非課税

枠を大幅に拡充した「新 NISA」をスタートさせ

た。このような制度改革を背景として、資本市場

への参加が全国的に浸透すれば、将来的に資産

所得の一極集中状態が是正されていくシナリオも

十分に考えられる。

最後に、本稿の分析にはいくつかの限界があ

ることを付言しておきたい。第一に、空間スケー

ルの問題である。本稿では都道府県という大きな

地域ブロックを用いた分析にとどまっており、市

区町村レベルや特定の経済圏における局所的な

偏在を捉えきれていない。第二に、平均値への

依存である。本稿で採用したのはあくまでも 1 人

当たり平均値を用いたアプローチであり、これは

すなわち「平均的な個人」の都道府県間格差を

分析したという意味である。そのため、同一地域

内における富裕層と貧困層の二極化や特定階層

の地理的な集中といった切り口では不平等の実態

を十分に捉えきれていない。第三に、所得源泉の

詳細な内訳と人口動態の影響である。東京都の

資産所得の突出が株式配当によるものか不動産

賃貸によるものかといった内訳の分解や、高齢化

（生産年齢人口の減少）が所得構造に与える影響

については検証できていない。これらの課題は家

計単位のミクロデータ等を用いながらより精緻に

検証していくことで克服可能であろう。
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【脚注】

1）本統計は一世帯当たりの平均値を示しているが、

所得格差の分析においては世帯人数の違いを反映

した等価所得（世帯所得を世帯人員の平方根で除

した値）が用いられることも多い。

2）資産所得は「資本所得」と呼ばれる場合もあり、

資本の提供に対するリターンとして家計部門が受

け取る所得を指す。具体的には、不動産賃貸や金

融資産（株式・債券等）から得られる利子や配当

などを意味し、世間一般では「不労所得」と俗称

されることもある。

3）i を個人、j を都道府県とする。任意の年におけ

る都道府県j の平均所得xj は、個人の所得xij を用

いてxj=（1/Nj）Σxij と表される。仮に個人所得

の分布が地域によって系統的な差を持たず均質で

ある場合、各都道府県の平均所得は同一母集団か

らの標本平均とみなすことができる。このとき中

心極限定理により、人口Nj が十分に大きければ、

その分布は近似的に正規分布に近づくことが期待

される。

4）正規 Q-Q プロットにおける Z 値（標準スコア）

は、各データが平均値から標準偏差の何倍隔たっ

ているかを示す指標である。データが正規分布に

従うと仮定した場合、実測値（横軸）と理論上の

出現位置（縦軸）は比例関係（直線）となる。東

京都のように Z 値が極端に高い場合は、正規分布

の予測範囲（確率的にほぼ起こり得ない範囲）を

越えた存在であることを示唆する。

5）シャピロ・ウィルク（Shapiro-Wilk）検定。p 値

が有意水準（一般に 0.05）を下回れば「正規分布

に従う」という帰無仮説を棄却し、正規分布とは

言えないと判断する。

6）標本から特定の個体を除外して算出した統計量

に基づく Z 値。ここでの Z 値は、Z ＝（東京都の

値－ 46 道府県の平均値）／ 46 道府県の標準偏差

によって定義される。これにより、東京都の突出

そのものが平均値を引き上げ、自身の Z 値を過小

評価してしまう歪みを回避し、他地域との乖離を

より正確に測定することが可能となる。
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